
～小中学校共通全体要望に対する回答～ 

 

（１） 校舎全般の修繕の早急な対応希望 大規模改修については、計画的に行っているところで

すが、学校の現状を確認し、補修が必要に なった箇所については、その都度修繕を行っ

ております。今後も施設の劣化状況に注意し、校舎を 適切に維持保全するように努めて

まいります。【教育企画課】  

 

（２）タブレットの修理に掛かる時間、予備タブレットについて  

購入当時に予備機として配備したタブレット端末については、転入者への配布、廃棄や修

理中の ものを除いて、令和５年 12 月末現在において市内全体で 665 台あり、各校に配

備しております。 タブレットの修理については、本市に限らず、全国的にメーカーに寄せ

られる修理依頼が多く、 納品までに２～３か月を要しております。 この間、廃棄や修理

等によりタブレット端末が手元に無い児童・生徒については、各校に配備し ている予備の

タブレット端末を直ちに貸し出すなど、当該の児童・生徒の不利益にならないよう学 校ご

とに対応をお願いしております。 学校ごとにタブレット端末の破損件数や転入生の数が異

なるため、予備機の残数の違いがあるこ とは認識しており、予備機を使い果たした学校に

ついては、管理職を通じて教育指導課までご報告 いただき、学校間の予備機の調整にて対

応しております。 教育委員会としましては、引き続きメーカーに対して、納品時期を早め

ていただくよう要望して まいります。 なお、破損したタブレット端末の中には、修理よ

りも新たに調達したほうが安価になる場合も多く、次 期 GIGA スクール構想に伴う端末

の更新を踏まえて、一部の台数は、新たに調達できるように必要な予算 確保をしましたの

で、準備が整い次第、配備してまいります。【教育指導課】  

 

（３）昨今の危険な暑さに対する西東京市ルールの策定  

学校では、子どもの健康や安全、いのちを第一優先に教育活動が行われているものと認識

してお ります。 本市では、暑さ指数（ＷＢＧＴ）の値が 31 以上の場合は、原則部活動

を含む屋外での活動を中止 し、屋内での空調設備が整った場所での活動にするなど、適切

な指導を行うこととなっております。 本年度も８回以上、学校に対して、熱中症事故防止

の徹底、空調設備の積極的な使用、水分補給 2 等の具体的な対策等を、通知文やメール等

発出し、適時・適切に指導・助言を行いました。 引き続き、校長会、生活指導主任会の機

会を通じて、子どもの健康や安全、いのちを第一にした 適切な指導を行うよう周知徹底を

図るとともに、教職員一人ひとりに浸透するよう学校と連携を図 ってまいります。 西東

京市独自のルール策定については、現時点で予定はございませんが、ご要望いただきまし

た 夏季の部活動における冷房の効いた教室の開放については、今後中学校校長会と連携・

協議してま いります。【教育指導課】  

 

 



～中学校全体要望に対する回答～ 

（１） 体育館や校庭の改修  

体育館トイレについては、令和５年度に床の乾式化、便器の洋式化、蛍光灯のＬＥＤ照明

化、手 洗いの自動水栓化を行っております。今後も施設の劣化状況に注意し、体育館を

適切に維持保全す るように努めてまいります。また、校舎周りや校庭を照らす照明等の

設置については、今後、学校 の意見も踏まえて検討を行ってまいります。【教育企画課】 

 

（２）学校内の網戸の設置について 網戸の購入を含めた新型コロナウイルス感染症対策に係る予

算については、令和２年度及び令和 ３年度の補正予算、令和３年度以降の当初予算にて学

校へ配当しております。 また、令和５年度の予算計上にあたっても、学校に網戸の設置に

ついて照会を行い、必要な予算 を計上し学校へ配当しております。 令和６年度予算につ

きましては、網戸設置に向けた予算を確保したところでございます。引き続き、 安全・安

心な教育環境の確保に努めてまいります。【教育企画課】  

 

（２） 部活動指導員（者）の地域移行（外部委託）について  

①本市においては、10 月末現在 18 名の部活動指導員が在籍しております。  

【各校の部活動指導員の在籍状況】 ※令和５年 10 月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



具体的な部活動指導員の活用については、実技指導、学校外での活動の引率、事故が発

生した場 合の現場対応等を職務としており、その範囲内において、指導に当たっていた

だいております。部 活動指導については、休日の活動を委ねている学校もございます。 

 

②現在の西東京市会計年度任用職員としての部活動指導員以外で、法人（民間含む）への

外部委 託による部活動指導は行っておりません。 体育館を一般開放し、民間団体の活

動として、それに参加する事例はございますが、この場合、 学校の部活動ではないため、

当該の学校の生徒が参加費を支払って参加しております。  

 

③財源と人材の確保と認識しております。 財源の確保については、現在、本市では、国と

都から３分の２の補助金をいただき部活動指導員 の財源としております。（令和７年度

まで） たとえば、部活動指導員を各校 1 名配置で計算した場合、年間通じて指導が可

能な財源は、平日 は１日２時間で４日分及び土日どちらかで３時間分までが上限となり

ます。そのため、市内中学校 の全ての部活動の全ての活動日数を賄う財源を確保できて

いないことが挙げられます。 人材の確保については、現在、部活動指導員の確保は教員

の知り合い、卒業生の保護者等が主で あり、本市のホームページにおいても常時募集し

ておりますが、平日の部活動指導時間帯（４時～ ６時）に指導可能な方が少ないこと、

学校が必要とする部活動と希望される方のマッチングが一致 しないこと、さらには、時

給 1,600 円が応募される方にとって期待する報酬になっていないこと等 4 が影響して

いるものと考えられます。  

 

④今後の計画については、現在、中学校校長代表、副校長代表、各校の部活動指導代表の

教員で 組織する「部活動の在り方検討協議会」を本年度より設置し、現在の部活動の在

り方等について課 題を整理しているところでございます。令和６年度は、「中学校部活

動地域連携・地域移行検討委員 会」を設置し、部活動地域連携・地域移行の諸課題に関

することや、課題の解決を図るための具体的な 方向性に関することなどを検討する予定

です。 引き続き、財源の確保なども含め、国や都の動向、近隣市の取組状況等を注視し

ながら、校長会 等と連携を図り、部活動のよりよい在り方について検討してまいります。

【教育指導課】 
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